
令和５年度　部の事業計画

部局名 福祉部 部局長名

部局の事業方針

優先順位 事　業　名 新規or継続 課　　名 総合計画の位置付け

1 地域福祉事業の推進 継続 福祉総務課 8.地域福祉

2 地域包括ケアシステムの深化・推進 継続 長寿介護課 9.高齢福祉

3
生活困窮者自立支援事業の推進と生活保護制度等と
の連携

継続
福祉総務課
生活福祉課

8.地域福祉

4
障がいのある人の自立支援及び地域生活支援、相談
体制の充実

継続 障がい福祉課 10.障がい福祉

5 介護保険事業の運営 継続 長寿介護課 9.高齢福祉

6 生活保護制度の適正な執行 継続 生活福祉課 8.地域福祉

7
高齢者及び障がい者の人権尊重及び権利擁護と市民
交流の推進

継続
福祉総務課
障がい福祉課
長寿介護課

9.高齢福祉

8 高齢者の生きがい対策の推進と高齢者支援 継続 福祉総務課 9.高齢福祉

9 避難行動要支援者避難支援制度の整備 継続 福祉総務課 8.地域福祉

～部・局の使命、役割を達成するために何に重点をおいて事業を展開するのか～
〇「みんなでつくる 健やかで安心して 心豊かに暮らせるまち」という第４期地域福祉推進計画の理念に基づき、第5期地域福祉
推進計画を策定し、その実現に向けて、相談体制の充実・各種福祉サービスの提供・権利擁護の推進等を図っていく。
○橿原市障がい者福祉基本計画及び第７期障がい福祉計画・第 ３期障がい児福祉計画を策定する。障がいのある人もない人も、い
きいきと共に暮らせるまちをつくることを目指して支援する。
○第１０期老人福祉計画及び第９期介護保険事業計画を策定する。適切な事業運営、並びに地域包括ケアシステムの充実や介護予
防・日常生活支援総合事業の推進により、高齢者が可能な限り地域で自立した生活が送れるよう支援する。
○生活困窮者自立支援事業の推進や生活保護制度との連携により、生活の安定を図っていく。

太田　愛子

部・局の重点事業
～部・局の使命、役割を達成するために何に重点をおいて事業を展開するのか～


